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基本計画の策定にあたって 

（１）これまでの経緯 

・これまで、湖南市では東庁舎や西庁舎、その他の行政施設の耐震性能不足や老朽化、庁舎機能の

分散などが課題となっていたことから、各施設の機能の集約を前提とした東庁舎の建替えを検討

してきました。 

・しかし、新庁舎建設着工を目前に新型コロナウイルスの感染拡大を受け、感染症対策を最優先と

するため、一旦整備を見送ることとしました。 

・一方で、風水害や地震などの災害時に迅速な対応を行うため、災害対応の中核となる庁舎は災害

に強い建物である必要があります。特に湖南市では、いつ発生してもおかしくない南海トラフ巨

大地震等に備え、早急に現庁舎の耐震性を確保する必要があります。 

・庁舎整備においては、近年の情報技術の進展に伴う DX※化への対応や地球環境への配慮なども求

められます。また、本格的な人口減少を迎え、今後、財政規模が縮小していくことが見込まれる

一方で、建築費の高騰が続いており、できる限り経済的な整備が求められます。さらに、本市で

はこれからの人口減少社会に対応するため、行政と地域が連携しながら小規模多機能自治の取組

を進めていくこととしており、今後の本市のあり方を見据えた整備が求められます。 

・早急な庁舎整備が求められる中、庁舎整備の検討においては、社会情勢の変化を踏まえつつ、庁

舎に必要な機能を吟味し、これまでの各施設の機能を集約する全面建替えを前提とすることなく、

現庁舎の耐震補強と増築による庁舎整備も視野に入れ、より効果的、経済的な整備方法について

再考します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・情報技術の進展、DX 化 

・地球環境への配慮 

・人口減少に伴う財政規模の縮小の懸念 

・小規模多機能自治の推進 

湖南市東庁舎周辺整備計画（基本構想） 

H29.11 策定 湖南市庁舎建設及び周辺整備基本計画 

H30.12 策定 湖南市複合庁舎整備基本設計 

R2.3 策定 湖南市複合庁舎整備実施設計 

庁舎に必要な機能を吟味し、 

全面建替えだけでなく、現庁舎の耐震補強と増築による庁舎整備も視野に入れ、 

より効果的、経済的な整備方法について再考 

新型コロナウイルス感染症対策優先のため、整備を一旦見送り 

庁舎整備は社会情勢の変化に対応 

H28.1 策定 

南海トラフ地震等 

の災害への備え 

早急な庁舎整備が必要 

１ 

※DX：（英語：Digital Transformation）の略。ＡＩやセンサー等ＩＣＴ技術の活用、各種デジタルデータの連携によ

り、人々の生活をより良いものへと変革するという考え方。 
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（２）庁舎整備の必要性 

〇南海トラフ地震等の災害への備え 

・国の地震調査研究推進本部地震調査委員会の令和 6 年 1 月 1 日を基準日とした調査では、南海ト

ラフ地震（マグニチュード 8～9 クラス）の今後 30 年以内の発生確率が 70～80％とされていま

す。南海トラフ地震が発生すると本市内の最

大震度は 6 強と想定されています。 

・東庁舎、西庁舎は、旧耐震基準で建設されて

いるため、震度６程度を超える地震が発生し

た際、倒壊する恐れがあります。 

・しかし、庁舎は災害時においても災害対策本

部として、迅速な災害対応やその後の復旧・

復興活動の中心的役割を担うため、災害時に

被害を受けてしまうと活動に大きく支障をき

たします。 

・このように、いつ発生してもおかしくない大

規模災害に備え、早急な庁舎整備が必要です。 

 

 

（３）基本計画検討における重要な視点 

・庁舎整備基本計画は、以下を踏まえて検討します。 

 

 

 

 

 

〇持続可能な地域づくりの後押し 

・今後、持続可能な地域づくりや柔軟性の高い庁舎整備を進めていく中で、DX 化に対応す

る仕組みづくりと併せて、小規模多機能自治を後押しする整備を検討します。 

〇財政負担の軽減 

・全面建替えだけでなく、耐震補強と増築による整備も視野に入れ、より効果的、経済的な

整備方法を選択することで財政負担を軽減します。 

・また、ライフサイクルコストの考え方を導入し、長期にわたる財政負担の軽減策を検討し

ます。 

〇市民にとっての利便性向上と行政運営の効率化 

・本市は旧甲西町と旧石部町の合併市であるため、様々な公共施設が分散または重複して立

地しています。市民にとっての利便性の向上や行政運営の効率化の視点から、１つの市と

しての公共施設のあり方を検討します。 

震度の最大値の分布図 

〇大規模災害時でも機能維持できる整備 

・大規模な地震等の災害が発生しても、庁舎は災害関連の対応や通常業務も継続して遂行で

きるよう、建物の被害を最小限に抑え、機能を維持するため、建替えもしくは耐震・制振・

免震補強による整備を検討します。 
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（２）現庁舎及び周辺施設の課題 

〇現庁舎の課題 

①防災拠点としての機能不足 

・庁舎は、大規模災害時に避難活動や応急復旧活動、その他の復興活動などを行う上で重要な防災

拠点としての役割があります。 

・東庁舎、西庁舎は昭和 53 年に旧耐震基準で建築されており、現行の耐震基準を満たしていない

ため、大地震で建物の倒壊や崩壊の危険性があります。また、東庁舎は、令和４年の３次耐震診

断で Is 値 0.22 との結果が出ており、耐震性が極めて低いです。大地震の際、庁舎に大きな被害

が生じると、災害対応や復旧・復興活動に大きく支障をきたすため、今後、いつ発生してもおか

しくない南海トラフ地震等に備え、早急な耐震機能の強化が求められます。 

・現庁舎には災害対策本部を構えるのに十分なスペースがなく、有事の際、効率的な動線で迅速な

情報収集・情報伝達ができる広さを確保する必要があります。あわせて、円滑な会議を行うため

のモニターや、通信・防災無線室など災害対策本部に必要な設備の設置が求められます。 

・庁舎は防災拠点として、災害時に電気・ガス・上下水道・通信等のライフラインが途絶しても業

務を継続できる設備を備える必要があります。しかし、現庁舎には非常用電源がなく、災害時に

必要最低限の機能を 72 時間以上稼働させることができないため、必要な設備を設け、市民の安

全・安心を守る防災拠点機能の早急な強化が求められます。 

・災害時には庁舎を一時避難所として利用できるよう、防災広場や備蓄倉庫などの設置も求められ

ます。 

 

 

【構造耐震指数（Is値）と建物の地震に対する安全性の関係】 

構造耐震指数（Is 値） 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 

0.3 未満 倒壊または崩壊する危険性が高い 

0.3 以上 0.6 未満 倒壊または崩壊する危険性がある 

0.6 以上 倒壊または崩壊する危険性が低い 

（建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（国土交通省）より） 
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②庁舎機能の分散、施設の重複 

・本市は、合併市であることから旧甲西町と旧石部町に同様の公共施設が立地しています。 

・庁舎機能については、旧甲西町の東庁舎と旧石部町の西庁舎を利用した分庁方式により本庁機能

を分担しています。さらに、東庁舎の床面積が足りず、共同福祉施設（サンライフ甲西）、保健セ

ンター、石部保健センター等に部局、職員が分散して配置されています。部局が分散しているこ

とにより、来庁者の用件によっては複数の施設を行き来する必要があるため、庁舎機能は１拠点

に集約することが求められます。 

・図書館や文化ホールについては、甲西図書館と石部図書館、甲西文化ホールと石部文化ホールで

それぞれ機能が重複しています。人口減少が進行している中、限られた財政で効率的な行政運営

を行っていくため、今後の各施設のあり方について見直しが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【庁舎機能の配置状況】 

 東庁舎 西庁舎 
共同福祉施設 

（サンライフ甲西） 
保健センター 石部保健センター 

施設住所 
中央一丁目 

1 番地 

石部中央一丁目 

1 番 1 号 

中央一丁目 

1 番地 1 
夏見 588 番地 

石部中央一丁目 

1 番 3 号 

職員数 240 人 34 人 12 人 44 人 45 人 

配置部局 

・総合政策部 

・総務部 

・健康福祉部 

・都市建設部 

・環境経済部 

・上下水道事業所 

・出納局 

・議会事務局 等 

・教育委員会 

・総務部(市民課分

室) 

・環境経済部（商工

観光労政課） 

・健康福祉部 

（地域包括ケア推進局 

高齢福祉課・ 

健康政策課・ 

地域医療推進課） 

・こども未来応援部 

・健康福祉部（障が

い福祉課発達支援

室） 

※R6.4.1 現在 

  

保健センター 

東 庁 舎 

 

石部保健センター 

甲西図書館 

甲西文化ホール 

石部文化ホール 

石部図書館 

西 庁 舎 

共同福祉施設 

（サンライフ甲西） 
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③施設、設備の老朽化 

・令和 6 年現在、東庁舎、西庁舎は築 46 年となっており、建物の老朽化の目安となる 30 年を既に

超え、老朽化が著しく、外壁タイルの剥落や内壁の剥離、雨漏れなど、修繕が必要な箇所は内外

装の多岐にわたります。 

・設備についても老朽化が著しく、空調設備機器などで不具合や故障が発生しているほか、特にト

イレなどの給排水設備においては錆や腐食などで不具合が多数発生しています。 

・庁舎以外も施設・設備の老朽化が進んでいます。 

・老朽化による維持管理費の増大は、財政負担軽減の観点からも改善が必要な状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ユニバーサルデザインへの対応不足 

・庁舎は、様々な市民が訪れる場所であるため、誰にでも利用しやすい施設であることが求められ

ますが、現庁舎はユニバーサルデザインへの対応が十分ではありません。 

・東庁舎は、エレベーターが５階まで繋がっておらず、車椅子などで議場の傍聴席に行けないため、

改善が求められます。 

・また、トイレにベビーチェアやおむつ交換台等が設置されておらず、授乳場所もないため、子連

れの来庁者にとって利用しやすい設備の設置が求められます。 

 

⑤自然エネルギーの有効活用、省エネルギー化への対応不足 

・庁舎は設備が古く、空調機器等の CO2 排出量が新しい機器に比べて多くなっています。さらに、

窓のサッシが腐食しており、断熱性能が低いため、空調の効きなどに影響しています。 

・地球温暖化に伴い低炭素化や脱炭素化が求められる中で、市の中核施設となる庁舎においても、

環境負荷を低減させる設備の導入などが求められます。 

東庁舎 4 階軒部分 西庁舎外壁 

東庁舎廊下 東庁舎給水設備 
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（３）持続可能な地域づくりの後押し 

○ＤＸの推進 

・庁舎整備においては、DX の進展による今後の来庁者数や職員の働き方の変化を見据えた環境整

備を行います。 

・庁舎の窓口業務について、ICT※や DX を活用した改革を進めるため、「総合窓口（ワンストップサ

ービス）」、「書かない窓口システム」、「総合窓口アウトソーシング」などの導入を検討していま

す。各手続きの手数料納付においては、電子決済を積極的に活用し、来庁者の利便性向上を図り

ます。このような窓口業務の改革は、庁舎整備を待たずに早く導入できるものから導入していき、

市民サービスの向上を図ります。 

・将来的には、「行かない窓口システム」を導入し、庁舎に行かなくても、身近な小規模多機能自治

センターで行政手続きができたり、スマートフォンやパソコンからオンライン手続きができる仕

組みの構築を目指します。 

・窓口業務以外でも ICT や DX の活用を推進し、ペーパーレス化等を進めることで、書庫等の面積

を縮小し、新庁舎の規模縮小を図ります。 

 

○小規模多機能自治の推進 

・小規模多機能自治の推進のため、福祉施設（石部診療所、発達支援室）や貸館機能をメインとし

ている施設（石部老人福祉センター、石部軽運動場等）は、そのほか市民に求められる機能とあ

わせて機能を集約し、西庁舎周辺に新たな施設を整備します。当施設は市民が主体となって運営

することを基本とし、市民ニーズや地域課題に柔軟に向き合い、地域の活性化を図ります。 

 

 

 

（４）財政負担の軽減 

・庁舎整備については、（１）の比較検討の結果、『新築・建替え』による整備とすることで、ライ

フサイクルコストの縮減を図ります。（P8 参照） 

・ライフサイクルコストを抑える設備の導入を検討します。（P30 参照） 

・事業費縮減のため、有効な事業方式を検討し、有利な起債、補助金等を活用します。（P40、41 参

照） 

・整備における各年度の支出を極力平準化できる事業スケジュールを検討します。（P42 参照） 

 

※ICT：（英語：Information and Communication Technology）の略。デジタル化された情報通信技術のこと。メールや

チャット、ＳＮＳといったコミュニケーションツールや、ＥＣサイトなどのＷｅｂサービスなどを指す。 



 







 



 





































 






























